
 

平成２２年６月１５日 

 

 関係機関各位 

 

          神奈川県保健福祉局 

福祉・次世代育成部障害サービス課長 

 

平成２２年度障害者総合福祉推進事業の補助金交付要綱について（通知） 

 

 本県の障害福祉行政の推進につきましては、日ごろ格別のご協力をいただき厚くお礼申

し上げます。 

 さて、標記事業つきましては、平成２２年５月７日付け神奈川県保健福祉局福祉・次世

代育成部障害サービス課長通知「障害者総合福祉推進事業の実施及び平成22年障害者総合

福祉推進事業に係る公募について」でご案内しているところですが、このたび別添（写）

のとおり平成２２年６月１８日付け厚生労働事務次官から厚生労働省発障０６１８第２号

「平成22年度障害者総合福祉推進事業費補助金の国庫補助について」により、本事業の交

付要綱を定めた旨の通知がありましたのでお知らせします。 

なお、交付要綱及び様式につきましては、下記の厚生労働省のホームページからダウン

ロードできます。 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/01.html 

 

 

  

 

 

問い合わせ先 

事業支援グループ 堀口 

電話045（210）4717（直） 

 

 





（別 紙） 

平成２２年度障害者総合福祉推進事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ 障害者総合福祉推進事業費補助金については、予算の範囲内において交付する

ものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年

政令第２５５号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年    令

第６号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ この補助金は、障害者自立支援法廃止後の新たな仕組みである総合的な福祉制

度を検討するに当たっての課題について、地域における実践・取組を踏まえて実

態把握、検討等を行うことを目的とする。 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、平成２２年４月２３日障発０４２３第１号厚生労働省社会･援護

局障害保健福祉部長通知の別紙「障害者総合福祉推進事業実施要綱」に基づき設

置する障害者総合福祉推進事業評価検討会による審査を受け採択された、都道府

県及び市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）が行う事

業並びに社会福祉法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人その他厚生労

働大臣が特に必要と認めた法人（以下「社会福祉法人等」という。）が行う事業を

交付の対象とする。 

 

（交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額は、次の表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象

経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の

額に第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出された

額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

１ 種目 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

障害者総合福

祉推進事業 

厚生労働大臣が必

要と認めた額 

補助事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、

報償費〔諸謝金〕、旅費、消耗品費、印刷製

本費、役務費〔雑役務費、通信運搬費〕、委

託料、使用料及び賃借料、備品購入費（〔 〕

内は、社会福祉法人等が行う事業における対

象経費名である。） 

１０／１０ 

厚生省 
労働省 



 

 

 

（補助金の概算払） 

５ 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の

範囲内において概算払いをすることができる。 

 

（交付の条件） 

６ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）都道府県及び市町村が行う事業の場合 

① 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の

承認を受けなければならない。 

② 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけれ

ばならない。 

③ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。 

④ 事業の遂行及び支出状況について厚生労働大臣の要求があったときは、速

やかにその状況を報告しなければならない。 

⑤ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及

び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過す

るまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならな

い。 

⑥ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

⑦ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を

図らなければならない。 

⑧ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式５により

速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。 

    なお、厚生労働大臣は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

⑨ 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式１によ

る調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整

理し、かつ調書及び証拠書類を事業完了後５年間（事業の完了の日（事業の



中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度

の終了後５年間。以下同じ。）保管しておかなければならない。 

 

（２）社会福祉法人等が行う事業の場合 

  ① （１）に掲げる条件（⑨を除く。）を適用する。ただし、⑤の規定中「５０

万円」とあるのは、「３０万円」と読み替えるものとする。 

② 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後５

年間保管しておかなければならない。 

  ③ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成１８年法律第５０号）第４２条第２項に規定する特例民法法人であっ

て国が所管するものについては、この補助金に係る支出明細書を別紙様式２

により作成し、国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合

を示す書類に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開する

とともに、決算後１０日を経過した日又は平成２３年７月８日のいずれか早

い日までに厚生労働省（当該法人を所管する府省が厚生労働省以外の場合は

その所管府省を含む。）に報告しなければならない。 

 

（申請手続） 

７ この補助金の交付の申請は、別紙様式３による申請書に関係書類を添えて別に

定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。 

 

（交付決定までの標準的期間） 

８ 厚生労働大臣は、７による交付申請書が到達した日から起算して原則として２

か月以内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。 

 

（実績報告） 

９ この補助金の事業実績報告は、平成２３年４月８日（６の（１）の②又は（２）

の①により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理し

た日から起算して１か月を経過した日）までに別紙様式４による事業実績報告書

に関係書類を添えて、厚生労働大臣に提出して行うものとする。 

 

（補助金の返還） 

10 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分につい

て国庫に返還することを命ずる。 



（その他） 

11 特別の事情により４、７及び９に定める算定方法、手続によることができない

場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるもの

とする。 


